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に算定基準に適合しているものとして市町村長に届出を行う場合に

ついては、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。 

ａ 令和２年４月から令和３年３月までの期間 

ｂ 令和２年１月から令和２年 12 月までの期間 

チ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月

の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出て

いる場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とす

る。 

⑻ （略） ⑺ （略） 

⑼ 若年性認知症入居者受入加算について 

３の２の⒁を準用する。 

⑻ 若年性認知症入居者受入加算について 

３の２の⒀を準用する。 

⑽ 医療機関連携加算について 

①～④ （略） 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等に

情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主治

医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。

この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一

括して受領の確認を得ても差し支えない。 

面談による場合について、当該面談は、テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等を活用するに当

たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑼ 医療機関連携加算について 

①～④ （略） 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等に

情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主治

医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。

この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一

括して受領の確認を得ても差し支えない。 

⑾ 口腔衛生管理体制加算について 

６⒁を準用する。 

⑽ 口腔衛生管理体制加算について 

６⒀を準用する。 

⑿ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

３の２⒄①及び③を準用する。 

⑾ 栄養スクリーニング加算について 

３の２⒂①及び②を準用する。 

⒀ 退院・退所時連携加算について 

① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面

談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、地域

密着型特定施設サービス計画を作成し、地域密着型特定施設サービスの

利用に関する調整を行った場合には、入居日から 30 日間に限って、１日

につき 30 単位を加算すること。 

⑿ 退院・退所時連携加算について 

① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面

談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、地域

密着型特定施設サービス計画を作成し、地域密着型特定施設サービスの

利用に関する調整を行った場合には、入居日から 30 日間に限って、１日

につき 30 単位を加算すること。 


